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（ 要 旨 ） 
新宿区交通バリアフリー基本構想策定におきましては、すべての人が安全で快適に利用

できることを実現すべく実効性あるものを求め下記の点を陳情致します。 
(1) （仮称）新宿区障害者・高齢者等交通バリアフリー検討委員会（以下「検討委員会」
という。）を早期設置すること。 

(2) 高齢者・障害者等の利用者の参画のしくみを構築すること。 
(3) ユーザーエキスパートの恒常的な位置づけを明確にすること。 
(4) 移動円滑化整備ガイドラインに準拠すること。 
(5) 国および東京都へ施設整備に向けた財政的な支援措置を積極的に求めること。 
(6) 事業主体が異なる他事業との調整連絡機関を設置すること。 
 
 
（ 理 由 ） 
本格的な高齢化社会を迎え、お年寄りや障害のある人もない人も安心して暮らせる、住

みよいまちづくりを進めていくことは避けることのできない大きな課題といえます。そし

て、公共交通機関や道路などのバリアフリー化によりすべての人が安全で快適に利用でき

ることが求められております。こうしたことから、新宿区では交通バリアフリー法に基づ

く基本構想の策定に平成 15 年度より着手し「新宿区交通バリアフリー基本構想策定協議
会」を設置してきています。策定協議会では基本方針及び重点整備地区を決め、またワー

クショップでは新宿駅とその周辺と高田馬場駅とその周辺の2地区のバリアフリーチェッ
クを９回にわたり実施し平成 16年度末までに「最終のまとめ」が行なわれます。 
いままでにも全国の区市町村より 200 件あまりの基本構想が国土交通省へ届けられて
いますが、基本構想策定後も継続するバリアフリー化に対する改善システムとして「検討

委員会」を設置するところはなく、高く評価されるものといえます。また、新宿区におけ

る基本構想策定の内容は全国の大規模ターミナル駅を抱える区市町村をはじめとして、東

京都及び国においても注目しているところです。 
私たちの陳情の内容は次のとおりです。 
(1) （仮称）新宿区障害者・高齢者等交通バリアフリー検討委員会を早期設置すること。 
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  策定後の各特定事業計画及び実施計画、施行、事業完了時などの各過程での検討・

評価・見直しを行なうものとして、また、完了後は継続したモニタリングを行い改善

を促す機関としての検討委員会を早期に設置すること。 
(2) 高齢者・障害者等の利用者の参画のしくみを構築すること。 
  各特定事業計画及び実施計画、施行、事業完了時などの各過程において高齢者・障

害者等の利用者及びユーザーエキスパートの参画のしくみを構築すること。なお、検

討委員会を構成するメンバーの半数以上は高齢者・障害者等の利用者及び知的障害者

などの支援・代弁者、ユーザーエキスパートとすること。 
(3) ユーザーエキスパートの恒常的な位置づけを明確にすること。 
  地域のバリアフリーの実情に熟知した人たちの知識や経験をワークショップ等で

活用した新宿区独自の取り組みである、ユーザーエキスパートについては恒常的な位

置づけとして明確にすること。 
(4) 移動円滑化整備ガイドラインに準拠すること。 
  施設整備に向けた基準として、基本構想のなかで設けられている移動円滑化基準は

最低基準を示したものであり、新宿区における施設整備は移動円滑化整備ガイドライ

ンに準拠すること。特に、高齢者・障害者等の利用が見込まれる駅ターミナルでは、

エレベーターの大型化、ホーム柵、車両とホームの段差と隙間の解消などでは完全実

施すること。 
(5) 国および東京都へ施設整備に向けた財政的な支援措置を積極的に求めること。 
  大規模ターミナル新宿駅のバリアフリー整備に向けては、国および東京都の財政的

な支援を得ることは不可欠とされる。基本構想においては国および都道府県の役割が

明確になっておらず整備に向けた財政支援を積極的に求めること。 
(6) 事業主体が異なる他事業との調整連絡機関を設置すること。 
  新宿駅においては、国による南口人工基盤整備や新宿区と東京都との東西自由通路

整備など、いくつかの事業主体の異なる事業が進められている。それぞれの事業では

高齢者・障害者等へのバリアフリー対応も違い、新宿駅周辺を一体とした同一基準に

よるバリアフリー整備が求められる。そのためにも早急に事業主体が異なる他事業と

の調整連絡機関の設置を求める。なお、その際にも高齢者・障害者等の利用者の参画

を明確に位置付けること。 
つきましては、新宿区交通バリアフリー基本構想策定におきましては、すべての人が安

全で快適に利用できることを実現すべく実効性のあるものを求め上記の6点を陳情致しま
す。 
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